
 

 

 

平成 29 年 4 月 1 日から、ガス事業法の改正により、ガスの小売供給が自由化されます。これ

まで、一般ガス供給約款、簡易ガス供給約款及び選択約款によりガスの供給をさせていただいて

いるお客さまにつきまして、今般のガス事業法令の改正に伴い供給約款の規定を⼀部変更させて

いただきますが、基本的には、これまでの供給条件を継続した供給契約とさせていただきます。 

 

 

 

従前の一般ガス供給契約及び各種選択約款（家庭用温水式暖房・給湯契約、家庭用給湯・暖房契約、

家庭⽤省エネ給湯暖房契約、融雪⽤季節契約、暖房⽤季節契約、空調夏期契約、小型空調契約、時間

帯Ｂ契約）、簡易ガス供給契約（ニュータウンこすもす） 

 

 

 

今般のガス事業法令の改正に伴い、又は用語の整理により、約款を⼀部変更していますが、実質的

な内容の変更はございません。 

 

①  供給条件等を記載した供給約款の名称を「ガス供給約款」から「ガス小売供給約款」に変更致

します。また、「ガス使⽤契約」から「ガス⼩売供給契約」に変更致します。 

 

②  ご契約中であっても、供給条件等を変更することがあります。その場合は、変更する内容を原

則として変更実施⽇の１０日前までに営業所に掲示するなどして周知を⾏います。 

 

③  供給条件等の変更（契約期間の延伸を含みます。）の際は、その変更内容や新たな契約期間をお

客さまにお知らせ致します。その際、変更しようとする事項の説明を、訪問、書面の送付、イン

ターネット上での開示、その他当社が適当と判断した⽅法により⾏い、当該変更をしようとする

事項を説明し、書面に記載することについてあらかじめ承諾していただきます。 

ただし、供給条件等の変更が、法律の制定⼜は改廃に伴う変更、又は実質的な変更を伴わない

ものについては、特に求めがない限り、説明及び書面に記載しないことがあることをあらかじめ

承諾していただきます。 

 

④  料⾦を⽀払期限内にお⽀払いいただけない場合などには、当社から契約を解除させていただくこ

とがありますが、その際は、解除日の遅くとも 15 日前と 5 日前に文書等で 2 回通知致します。 

  

⑤ また、契約解除前にガスの供給を停止する場合も、上記と同様に 2 回通知するとともに、その事

由として「お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合、不正にガスを使⽤された

場合において、当社がその旨を警告しても改めていただけないとき」を新たに対象とさせていただ

きます。 

 

 

 

ご契約中のお客さまへ 

対象契約種別 

変 更 の内 容  



⑥ お客さまが、ガス小売供給契約の変更を申し出られた場合、その変更は、「申出の⽇から 2０日 

 以降の検針⽇の翌⽇から」とさせていただきます。 

 

⑦ 保安上必要と認める場合は、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、ガス機器について、

修理、改造、移転又は特別の施設の設置を求め、その費用をお客さまに負担していただく場合があ

ります。 

 

⑧ 保安・消費機器調査のため必要な場合は、ガス小売供給契約を解除された後であっても、使用場

所に⽴入りさせていただきます。 

 

※上記変更内容をご承諾いただける場合は、特段のお手続きは不要です。 

平成２９年 3 ⽉現在、滝川ガスの供給区域内（都市ガス）及び供給地点（簡易ガス）での 

小売事業者登録（販売会社）は当社１社となっております。 

 

 

〜ガス小売全面自由化について〜 

 

●ガス小売全面自由化及び供給地点特定番号のご説明 

・平成 29年 4月 1⽇から改正ガス事業法の施⾏によりガス小売全面自由化が実施されることになり、都市ガ 

ス及び簡易ガスの供給区域⼜は供給地点の独占制並びに料⾦規制が廃⽌されます。 

・これまで当社は、⼀部の⼤⼝契約を除き、経済産業⼤⾂の認可を得て（若しくは届け出て）ガス料⾦を設定 

してきましたが、今後はこのような⾏政⼿続きが不要になります。 

・お客さまがガスの使⽤場所を特定する番号として、「お客さま料⾦番号（供給地点特定番号）」を設定します。

「お客さま料⾦番号」は、「ガスご使⽤量のお知らせ（検針票）」などでお知らせ致します。 

 

ガス料⾦表につきましては、検針票の⼀番下の欄に当⽉分のガス料⾦表と次⽉分のガス料⾦表を 

供給条件等の概要については、検針票の裏⾯に記載してございます。 

なお、改正後の小売約款につきましては、平成 29年 3 月 15⽇以降に当社及びホームページ等で 

閲覧可能な状態とさせていただきます。 

 

今後とも、滝川ガスをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申しあげます。平成 29年 4 月 

以降も引き続き、当社とご契約いただける場合は、お⼿続きは不要です。 

ご不明な点などございましたら、滝川ガス㈱までお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。 

 

 

お問い合わせ先     滝川市新町３丁目１１番５号 

                 

総務部料⾦係   ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-23-3510 


